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110番通報の適切な利用と警察安全相談電話の利用促進について 

～ 事件事故は「110番」、ご相談ご要望は「#9110」 ～ 

　皆さんからの110番通報は、全て警察本部（通信指令課）につながります。 

  通報を受けると「事件か事故か」、「場所は」等を確認し、無線等で警察署や

パトカー等の警察官に指令し、事件事故の早期解決に努めています。 

 

　☆１１０番通報のポイント 

　①　何がありましたか？ 

　　　事件なのか事故なのか、何があったのかを教えてください。 

　②　発生時間はいつですか？ 

　　　いつあったことなのかを教えてください。 

　③　発生場所はどこですか？ 

　　　発生場所の住所、目標物を教えてください。 

　　　電柱の番号でも場所がわかります。 

　④　犯人等の特徴はわかりますか？ 

　　　犯人の性別、年齢、身長、体格、服装、車種車名、色、ナンバー、逃走

　　方向等を教えてください。 

　⑤　状況を教えてください。 

　　　負傷者の性別、年齢、怪我の状況や救急車の有無等、見たままの状況を

　　教えてください。 

　⑥　あなたのお名前は？ 

　　　あなたのお名前、事件事故との関係を教えてください。 

 

　☆「#９１１０」ってなに？ 

　　　緊急ではないけれど警察に相談したい困りごとや、不安な時に利用する

　　相談専用窓口です。 

　　　緊急を要さない相談や情報提供等は「#９１１０」のご利用をお願いしま

　　す。 

　　　県警本部県民相談室につながり、担当者が対応します。 

　　　また、警察署にも相談の窓口がありますので、警察署に直接またはお電

　　話でお問い合わせていただいても大丈夫です。 
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